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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月10日(2015.6.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耳介付着部の乳様突起側に接触する軟骨伝導部と、コンタクトマイクとを有することを
特徴とする送受話装置。
【請求項２】
　電池を有し、前記コンタクトマイクは前記電池によって前記軟骨伝導部と隔てられてい
ることを特徴とする請求項１記載の送受話装置。
【請求項３】
　前記コンタクトマイクが拾う前記軟骨伝導部の振動をキャンセルするキャンセル手段が
設けられていることを特徴とする請求項１または２記載の送受話装置。
【請求項４】
　前記軟骨伝導部は一方の耳における耳介付着部の乳様突起側に接触するよう配置される
とともに他方の耳における耳介付着部の乳様突起側に接触する第二の軟骨伝導部を有する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の送受話装置。
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【請求項５】
　前記軟骨伝導部および前記第二の軟骨伝導部を連結して支持する支持部を有することを
特徴とする請求項４記載の送受話装置。
【請求項６】
　前記コンタクトマイクが前記支持部に設けられていることを特徴とする請求項５記載の
送受話装置。
【請求項７】
　前記コンタクトマイクは前記軟骨伝導部および前記第二の軟骨伝導部に対して非対称に
設けられているとともに、前記コンタクトマイクが拾う前記軟骨伝導部および前記第二の
軟骨伝導部の振動に対して互いに異なるキャンセルを行うキャンセル手段が設けられてい
ることを特徴とする請求項４から６のいずれかに記載の送受話装置。
【請求項８】
　前記軟骨伝導部および前記第二の軟骨伝導部近傍にそれぞれ電池を配したことを特徴と
する請求項４から７のいずれかに記載の送受話装置。
【請求項９】
　外耳道入口近傍を覆う覆い部を有することを特徴とする請求項１から８のいずれかに記
載の送受話装置。
【請求項１０】
　耳介付着部の乳様突起側に接触する軟骨伝導部と、外耳道入口近傍を覆う覆い部とを有
することを特徴とする送受話装置。
【請求項１１】
　前記覆い部はヘルメットであることを特徴とする請求項１０記載の送受話装置。
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